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この入札説明書は、本入札に係る公告並びに次に掲げる法令のほか、この入札に参加しようとする者(以下

「入札参加者」という｡)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般事項を明らかにするものである。 

(1)  地方独立行政法人法（平成 15年法律第 118号）  

(2)  地方自治法(昭和 22年法律第 67号) 

(3)  地方自治法施行令（昭和22年政令第 16号） 

(4)  当法人の会計規程、契約事務取扱規程 

(5)  競争入札の参加者の資格に関する規則（昭和 40年神奈川県規則第 106号） 

このほか、入札に係る詳細な手続については「入札参加にあたっての留意事項」に定めるところによるもの

とする。 

「入札参加にあたっての留意事項」ＵＲＬ 

https://www.kistec.jp/nyusatsu/nyusatsu-points/ 
 

１ 調達内容 

(1) 業務名 

実験排水・雨水処理施設運転管理委託 

(2) 業務内容及び契約の条件等 

入札説明書、仕様書及び契約書（案）のとおり 

(3) 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月 31日 

(4) 履行場所 

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所（海老名市下今泉 705－１） 
 

２ 入札参加資格 

  入札参加資格確認申請書受付締切日から落札決定までの全期間に渡って、次の掲げる要件をすべて満たし

ていること 

(1) 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所契約事務取扱規程第２条に基づき、以下に該当しない者であ

ること 

ア 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者並びに暴力団員による不   

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77号）第32条第１項各号に掲げる者 

イ 神奈川県指名停止等措置要領に基づく入札参加停止の措置がなされている者 

ウ  次の各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、その事実から２年が経過していない者、その者を

代理人、支配人その他の使用人として使用する者 

  (ア) 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不

正の行為をした者 

(イ) 公正な競争入札の執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連

合した者 

(ウ) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

(エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

(オ) 正当な理由なく契約を履行しなかった者 

(カ) ウの規定により競争入札に参加できないこととされている者を、契約の締結又は契約の履行に当た

り、代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

(2) 神奈川県競争入札参加資格者名簿（物品・一般委託等）に営業種目として「汚水処理施設等保守管理の委

託」に登載されており、「Ａ」又は「Ｂ」等級に区分されている者であること 
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(3) 仕様書に示す業務を履行する能力を有する者であること 

 
３ 入札に関する事務を担当する所属 

   郵便番号 243-0435 

   所在 地 海老名市下今泉 705-1 

   所属 名 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所  

総務部経理課 大下 

   電話番号 （046）236-1500（代）内線 5016 

 

４ 入札参加資格確認申請書等 

入札参加希望者は、令和８年１月 29日（木）午後５時までに「入札参加資格確認申請書」及び「使用印鑑

届」を直接持参するか配達記録が残る郵便等により３に記載した入札に関する事務を担当する所属に提出す

ること。確認申請の結果については、令和８年２月３日（火）午後３時以降に「入札参加資格確認通知書」

を、「入札参加資格確認申請書」の入札担当者情報に記載のＥメールアドレスに電子メールにより送付する

ことにより通知する。 

ただし、「入札参加資格確認通知書」で競争参加資格「有」とした場合でも、開札後、改めて資格を確認

し、資格の確認ができた場合のみ落札者として決定する。 

 

５ 本入札で必要となる提出物 

  実験排水・雨水処理施設運転管理委託仕様書「６」に示す従事者の資格を持つ者で本業務に従事可能な者

を雇用していることが分かる書類。 

なお、本入札で必要となる従事者の資格の確認に必要とならない個人情報（個人の住所・電話番号等）が

書類に記載されている場合は、黒塗りにマスキングしたうえで提出すること。 

 

６ 入札の参加資格がないとされた場合の説明要求 

入札の参加資格がないとする旨の通知を受理した者で、その理由に不服がある者は、通知日の翌日から起

算して５日以内に、３の所属に対し、説明を求めることができる。 

 

７ 入札日程 

(1) 質問受付期間 

令和８年１月９日（金）から令和８年１月 20日（火）午後５時 00分まで 

(2) 入札参加資格確認申請期限 

令和８年１月 29日（木）午後５時 00分まで 

(3) 入札参加資格確認通知書通知日 

令和８年２月３日（火） 

(4) 入札書提出期間 

令和８年２月６日（金）午前８時 30分から令和８年２月 13日（金）午後５時00分まで 

(5) 開札予定日時 

   令和８年２月 16日（月）午前 10時 30分 

＊ 開札時間は多少遅れる場合がある。 

 

８ 郵便又は持参による場合の入札書等の提出方法及び場所 
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郵便又は持参により入札書又は辞退届を提出する場合は、入札書又は辞退届を作成し封筒に入れ密封し、

その封書の表面に氏名（法人の場合はその名称又は商号）及び「〇月〇日開札、（件名）の入札書（又は辞退

届）在中」と朱書きし、入札書受付締切日時までに到達するよう、３の所属宛に提出しなければならない。

郵便の場合は書留郵便等、確実な方法で提出すること。 

 

９ その他 

(1) 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

(2) 入札保証金 

免除する。 

(3) 調達に関し要した費用 

入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者及び当

該契約の相手方の負担とする。 

(4) 設計図書の取得 

設計図書は、すべて本公告に添付するので、ダウンロードして利用すること。設計図書は以下のとおり。

現場説明は実施しない。 

・設計書（積算用） 

・仕様書 

・建築設備等保守・点検業務共通仕様書 

・図面※暗号化あり 

・契約書（案） 

設計図書は、当法人ホームページよりダウンロード可能であるが、一部の電子ファイルにおいて暗号化

を施しているため、入札参加を検討する者で当該電子ファイルの閲覧を希望する場合は、案件名、会社名、

担当者名、連絡先、神奈川県入札参加資格者名簿認定番号（＊）を明記の上、電子メール（Ｅメールアド

レス om-keiri@kistec.jp）にて連絡すること。 

＊入札参加資格を申請中の場合は、その旨を明記すること。 

電子メールを受領後、３の所属より暗号化解除のパスワードを別途通知する。 

なお、パスワード取得申請は、入札書の提出期限である令和８年２月 13日（金）午後５時 00分まで可

能であるが、質問書提出期限後においては、当該暗号化を施している電子ファイルに関する追加質問等を

一切認めない。 

また、ダウンロードした設計図書等の電子ファイルは、入札参加を検討する者が、本入札の積算目的に

おいてのみ利用することができる。当該電子ファイルを印刷のため複写会社等へ一時的に貸与することは

認めるが、当法人の許可を得ずに設計図書の一部もしくは全部を複製、販売及びネットワークによる転送

等、積算目的以外の利用に供することは一切認めない。 

(5) 案件についての質問及び回答 

仕様書等について質問等がある場合は、「入札質問書」を添付して電子メール 

（Eメールアドレス om-keiri@kistec.jp）により行うこと。 

質問の文面中には、質問者を特定できる内容を記載しないこと。 

質問に対する回答は、令和８年１月 23日（金）午後５時 00分までに、当法人ホームページ「入札情報」

に掲載する。なお、質問回答は、入札書提出期限日まで掲載する。 

入札参加者は入札前に必ず質問等の内容を確認したうえ入札すること。 

入札説明書及び仕様書等についての不知又は不明を理由として、入札後に異議を申し立てることはでき
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ない。 

なお、質問受付期間後の質問（再質問含む）は一切受付ない。 

(6) 入札の辞退等 

入札を辞退する場合は、入札参加辞退届を入札書提出締切日時までに持参又は配達記録が残る郵便によ

り３の所属に提出すること。 

一旦提出された入札参加辞退届は、撤回できない。 

入札書提出締切日時までに入札書又は入札参加辞退届を提出しなかった場合は、未提出として取り扱う。 

(7) 入札する金額 

入札書には、消費税及び地方消費税相当額を含む税込みの契約希望金額（当該金額に１円未満の端数

があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）と税抜きの契約希望金額を記載すること。消費税及び

地方消費税相当額は税抜き契約希望金額の100分の10に相当する額とする。免税事業者にあっては税込み

の契約希望金額、税抜き契約希望金額とも、同額を記載すること。 

(8) 入札の回数 

入札の回数は原則として１回とするが、開札の結果、予定価格の制限の範囲内での価格の入札がないと

きは、２回まで入札を行うものとする。２回目の入札を行う場合は、「再度入札通知書」に２回目の入札

の日時を記載して、「入札参加資格確認申請書」の入札担当者情報に記載のＥメールアドレス宛に、通知

する。なお、１回目の入札に参加しなかった者、無効な入札をした者又は１回目の入札で失格となった者

は再度入札に参加することはできない。 

  再度入札を行う際の予定日時は、次のとおりとする。この予定日時は変更の可能性がある。必ず「再度

入札通知書」で確認すること。 

ア 再度入札書提出予定期間 

令和８年２月 17日（火）午前８時 30分から令和８年２月 19日（木）午後５時 00分まで 

イ 再度入札開札予定日時 

令和８年２月 20日（金）午前 10時 30分 

(9) 無効となる入札 

 次の一に該当する入札書は、無効とする。 

ア 公告に示した入札参加者に必要な資格のない者が提出したもの。 

イ 入札説明書及び仕様書等に示す入札条件に違反した入札書。 

ウ 入札書において、次に掲げる不備があった場合。 

(ア) 入札者等の記名押印及び訂正印がないもの。 

(イ) 金額の記載が不鮮明なもの。 

(ウ) 誤字・脱字等により意思表示が不明瞭なもの。 

（エ) 入札参加者氏名、入札案件名、入札回数、入札金額の記載に重大な誤りがある又は不明確なもの。 

エ ２通以上入札書を提出した場合。 

(10) 落札者の決定方法等 

ア 本入札には当法人の契約事務取扱規程第９条の規定により最低制限価格を設ける。 

最低制限価格は予定価格の 83％とし、最低制限価格未満の価格による入札は失格とする。 

失格となった者は再度入札に参加することができない。 

イ 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

なお、落札となるべき同価の入札をした者が二者以上あるときは、入札参加者立会いのもと、くじ引

きにより落札者を決定する。くじ引き実施日時及び実施場所は、別途対象入札参加者に連絡する。同

価の入札をした者のうち、くじを引かない者があるときは、当法人の入札執行事務に関係のない職員
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に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定する。 

(11) 内訳書の提出 

  落札者は速やかに内訳書を３の所属宛に直接又は郵送により提出すること。 

(12) 契約書の作成 

ア 本契約は、契約担当者が契約の相手方とともに契約書に記名押印することにより確定するものとする。 

イ 契約書は、別紙契約書（案）を基に２通作成し、各自その１通を保持する。 

ウ 契約条項 

  別紙契約書（案）のとおり 

エ 契約を締結する所属の名称及び所在地 

    郵便番号 243-0435 

    所在 地 海老名市下今泉 705-１ 

    所属 名 地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所  

総務部総務課 山野 

    電話番号 （046）236-1500（代） 

 (13) 業者調査への協力 

当法人では、契約に係る発注者の予算執行の適正を期すために必要があると認めた場合は、契約の相

手方の当該契約に係る処理の状況について調査を行うことがある。このため、本入札を落札し契約する

場合に取り交わす契約書には、次の条文を設ける。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(14) 暴力団等排除に係る解除等 

本入札を落札し契約する場合には、発注者が「神奈川県暴力団排除条例」に基づき発注者の契約から

暴力団員等を排除する事項に、あらかじめ同意したものとみなす。 

(15) その他必要な事項 

本契約は、令和８年度において予定される業務の契約予定先を決定する手続きである。本入札の落札

決定の効果は、令和８年度における本契約に係る業務が出資団体の長に認可された場合であって、当法

人の予算措置が可能な場合において効果を生ずるものとする。 

 

(業者調査への協力) 

第○条 発注者が、この契約に係る発注者の予算執行の適正を期するため必要

があると認めた場合は、発注者は、受注者に対し、受注者における当該契約

の処理の状況に関する調査への協力を要請することができる。 

２ 受注者は、前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り要請に

応じるものとし、この契約の終了後も、終了日の属する発注者の会計年度

から６会計年度の間は、同様とする。 


